
危険物受託チェックリスト（放射性物質） 
（RADIOACTIVE SHIPMENT）

以下のページに掲載する推奨されるチェックリストは、発地において貨物を確認するためのものである。チェックリスト
のコピーは、以下より取得することができる。
ウェブサイト：http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/download.aspx
全項目がチェックされる前に、貨物を受託、あるいは拒否をしてはならない。

以下の情報が各項目に関して正しいか？

危険物申告書（SHIPPER’S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS（DGD））

航空貨物運送状番号：
（Air Waybill No）

発地：
（Origin）

目的地：
（Destination）

YES NO* N/A

1． 危険物申告書は英語で2部、“証明の文言”（air certification statement）を含んだIATA指定の
フォームに基づき提出されているか。この質問には、危険物申告書のデータが電子的に提出され
る場合のみ“N/A”（適用されない）として示されて良い。（10.8.1.2、10.8.1.4、8.1.1および
10.8.3.12.2）  □ □ □

2． 省略されることなく荷送人および荷受人の氏名と住所が記入されているか。（10.8.3.1、10.8.3.2）  □ □
3． 航空貨物運送状番号（Air Waybill number）が無いものは記入しなさい。（10.8.3.3）  □
4． ページの番号が記入されているか。この質問には、危険物申告書のデータが電子的に提出される

場合のみ“N/A”（適用されない）として示されて良い。（10.8.3.4）  □ □ □
5． 適用されない航空機の種類が消去されているか。ないしは表示されていないか。（10.8.1.6.2、

10.8.3.5）  □ □
6． 発地空港名または目的地空港名あるいはそれらの都市名が省略されている場合は、省略すること

なく記入しなさい。（10.8.3.6および10.8.3.7）  □
7．“非放射性物質（Non-Radioactive）”の語句が消去されているか。ないしは表示されていないか。

（10.8.1.6.1、10.8.3.8）  □ □

識別（Identification）
8． 国連番号が“UN”の文字に続いて記入されているか。（10.8.3.9.1 ステップ1）  □ □
9． 正式輸送品目名が記入されているか。また、特別規定A78が適用される場合、括弧内に補足情

報が記入されているか。（10.8.3.9.1 ステップ2）  □ □
10． 第7分類が記入されているか。（10.8.3.9.1 ステップ3）  □ □
11． 副次危険性が括弧をつけて、分類の直後に記入されているか。（10.8.3.9.1 ステップ4）および副

次危険性がある場合は、包装等級が記入されているか。（10.8.3.9.1 ステップ5）  □ □ □

数量および輸送物の種類（Quantity and Type of Packing）
12． 核種名またはシンボルが記入されているか。（10.8.3.9.2 ステップ6(a) ）  □ □
13． 非特別形（other form）の場合、物理的形状、化学的形状が記入されているか。（10.8.3.9.2 ス

テップ6(b) ）  □ □ □
14．“特別形（Special Form）”（UN 3332またはUN 3333には要求されない）または低散逸性物質

（low dispersible material）が記入されているか。（10.8.3.9.2 ステップ6(b) ）  □ □ □
15． 輸送物の個数および種類ならびに各包装内の放射能量がベクレルまたはそれの倍数単位で表示さ

れる。核分裂性物質については、放射能量の代わりに核分裂性物質の総重量をgまたはkgで表
示してもよいが、そうなっているか。（10.8.3.9.2 ステップ7）  □ □

16． 放射性核種が異なる場合は、それぞれの核種の放射能量および“All packed in one（輸送物のタ
イプ）”という文言が記入されているか。（10.8.3.9.2 ステップ7）  □ □ □
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YES NO* N/A
17． A型輸送物（表10.3.A）、B型またはC型輸送物（当局の証明書参照）については限度内の放射能

であるか。  □ □ □
18．“Overpack Used”という文言が危険物申告書に記入されているか。（10.8.3.9.2 ステップ8）  □ □ □

包装基準（Packing Instructions）
19． 適用される場合、輸送物またはオーバーパックのカテゴリー（類）が記入されているか。

（10.5.15.1(a)、10.8.3.9.3 ステップ9(a) および表10.5.C）  □ □
20． カテゴリーⅡおよびⅢに関しては、輸送指数と輸送物の寸法（望ましい順序は、長さ×幅×高

さ）が記入されているか。（10.8.3.9.3 ステップ9(b)および(c)）  □ □ □
21． 核分裂性物質については、臨界安全指数（10.6.2.8.1.3(a)から(c)または10.6.2.8.1.4を参照する場合

は、参照段落を追加して）または“Fissile Excepted”の文言が記入されているか。（10.8.3.9.3 ス
テップ9(d)）  □ □ □

承認（Authorizations）
22． 以下の証明書については、識別番号（Identification mark）の表示、および英文の書類の写しが

危険物申告書に付けられているか。（10.5.7.2.3、10.8.3.9.4 ステップ10、10.8.7）
22.1 −特別形認可証明書  □ □ □
22.2 −B型輸送物設計認可証明書  □ □ □
22.3 −要求される他の認可証明書  □ □ □
23． 表10.3.Aに掲載されていない放射性核種について、放射線のタイプおよび表10.3.Bの使用が参照

されているか。（10.3.2.2、10.3.2.5.2、10.8.3.9.4ステップ13）  □ □ □
24． その他の取り扱い注意（Additional Handling Information）（10.8.3.11）  □ □ □
25． 署名者の氏名および日付が記入されているか。（10.8.3.13および10.8.3.14）また、荷送人の署名は

あるか。（10.8.3.15）  □ □
26． 修正または変更については、荷送人の署名はあるか。（10.8.1.7）  □ □ □

航空貨物運送状（AIR WAYBILL）−取り扱い注意（HANDLING INFORMATION）欄
27．“Dangerous Goods as per associated Shipper’s Declaration”または“Dangerous Goods as per 

associated DGD”の文言が記入されているか。（10.8.8.1(a) ）  □ □
28． 適用される場合、Cargo Aircraft OnlyまたはCAOの文言が記入されているか。（10.8.8.1(b) ）  □ □ □
29． 非危険物が含まれている際には危険物の個数が記入されているか。（10.8.8.2）  □ □ □

輸送物およびオーバーパック（PACKAGE(S) AND OVERPACKS）
30． 搬入された個数及び容器の型式およびオーバーパックは、危険物申告書と一致しているか。  □ □
31． 輸送物のシールが破られておらず（10.6.2.4.1.2）輸送物は輸送に適した状態にあるか。（9.1.3、

9.1.4）  □ □ □

マーク（Marks）
32． 国連番号がUNに続いて表示されているか。（10.7.1.3.1）  □ □
33． 正式輸送品目名は正しいか。また、特別規定A78が適用される場合、括弧内に補足情報が表示

されているか。（10.7.1.3.1）  □ □
34． 省略されることなく荷送人および荷受人の氏名と住所が表示されているか。（10.7.1.3.1）  □ □
35． 輸送物の総重量が50 kgを超える場合、その許容総重量が表示されているか。（10.7.1.3.1）  □ □ □
36． A型輸送物については、10.7.1.3.4に従ってマーキングされているか。  □ □ □
37． B型輸送物については、10.7.1.3.5に従ってマーキングされているか。  □ □ □
38． C型輸送物、産業用輸送物および核分裂性物質を収納した輸送物は、10.7.1.3.6、 10.7.1.3.3または

10.7.1.3.7に従ってマーキングされているか。  □ □ □

ラベリング（Labelling）
39． DGDと同じカテゴリーラベルが輸送物の相対する両面に適切に貼付されているか。（10.7.4）  □ □

39.1 −核種のシンボルおよび／または、LSA/SCOが要求通り記入されているか。（10.7.3.3.1）  □ □



YES NO* N/A
39.2 −放射能値はベクレル（またはその倍数値）で記入されているか。核分裂性物質については、代

わりに合計質量をグラムで記入してもよい。（10.7.3.3.2）  □ □
39.3 −カテゴリ−ⅡおよびⅢについては、DGDと同じ輸送指数が、小数点第一位に切り上げられて、

記入されているか。（10.7.3.3.3）  □ □ □
40． 副次危険性に適用されるラベルは貼付されているか。（10.7.3.2、10.7.4.3）  □ □ □
41． 貨物機のみに制限される貨物は2枚のCargo Aircraft Onlyラベルが危険性ラベルの隣に同じ面

に貼付されているか。（10.7.4.2.4、 10.7.4.3.1、10.7.4.4.1）  □ □ □
42． 核分裂性物質については、正しく記入された2枚の臨界安全指数（CSI）ラベルが危険性ラベル

と同じ面に貼付されているか。（10.7.3.3.4、10.7.4.3.1）  □ □ □
43． 無関係なマークおよびラベルは除去、あるいは消去されているか。（10.7.1.1、10.7.2.1）  □ □ □

オーバーパック（For Overpacks）
44． 輸送物使用（Package use）マークおよびラベルははっきりと視認できるか、またはオーバー

パックの外装に再表示されているか。（10.7.1.4.1、10.7.4.4）  □ □ □
45． オーバーパック内の輸送物のマークおよびラベルが視認できない場合、“Overpack”の語句が表

示されているか。（10.7.1.4.1）  □ □ □
46． 2つ以上のオーバーパックが使用される場合、識別マークが表示されているか。（10.7.1.4.2）  □ □ □
47． 危険性ラベルは、内容物およびそれぞれの核種の放射能値およびオーバーパックの輸送指数を反

映しているか。（10.7.3.4）  □ □ □

一般（GENERAL）
48． 政府および運航者の例外規定に準拠しているか。（2.8）  □ □ □
49． 貨物機専用貨物については目的地空港まで貨物機が運航しているか。  □ □ □
50． 固形二酸化炭素（ドライアイス）を収納する輸送物の場合は、マーキング、ラベリング、書類に

関する要件が満たされているか。（包装基準954、7.1.4.1(d)、7.2.3.9）  □ □ □
コメント：  

　　　　　 

担当者：  

場所：  　署名：  

日付：  　時間：  

　 *もし、一つでも“NO”の欄にチェックがされている場合は、貨物を受託してはならない。また、チェック結果が
全て記入された当リストの写しを荷送人に交付すること。


